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市川市使用料条例の一部改正について  

 

市川市使用料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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市川市条例第  号  

市川市使用料条例の一部を改正する条例  

市川市使用料条例（平成１１年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第５大町公園動物園備品使用料の表を次のように改める。 

大町公園動物園備品使用料  

ベ ビ ー バ ギ ー  
１日当たりの額  

１台につき           ５０円   

ミ ニ 鉄 道  

１回当たりの額 

１人につき          １００円  

附 則  

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 



理  由  

 

大町公園動物園のコインロッカーの利用を促進することにより来園者の利

便性の向上を図るため、コインロッカーの使用料を無料とする必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。  


